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プラトンの方法に関する一考察

一「何であるか」（Ti白r:，ν；）と「いかなる性質のもので

あるかJ（忠011:ot611ear:e11; ）というこつの聞いを中心に一

武 宮 諦

（ー）

107 

「ポリティア』第一巻に於て，ソクラテスとトラシマコスとの対話を閉

ぢるにあたって， トラシマコスのおかげて。言論の御馳走にあずかったが，

それは決して適切な仕方で味わわなかったと，プラトンは次の様に述べて

いる．

「けれども私は，あなたのせいではなくて私自身のせいてー，その御馳走

を立派に味わわなかったのです．否，むしろ，食いしんぼうが自分のところ

に次々運ばれてくるものを，先のものを適切に味わわないまえに，その都度

急いて、とって食べる様に，私も丁度その様に，最初に考察していた，正し

いこととはそもそも何であるかという問題 （r:oδ！i.αWYOU 11:07:’lr:r:fν）を

解決するよりまえに，その問題をそのままにして，正しいことについて，

それが悪であり無知であるかどうか，智慈であり徳であるかどうか，とい

う問題の考察に進んだように思われます．更にまたその後で，不正義が正

義よりもより利益のあるものであるという議論が起ると，前の問題からそ

の問題へ移らずにいることが出来ず，かくしてこの対話から私に今結果し

たことは，私が何も知らないということです．というのは，私が正しいこ

ととは何であるかを知らないなら，その時には，それが一種の徳であるの

か或いはそうでないのか，またそれを持っている人が幸福でないのか或い

は幸福なのかということを知るのは，殆んど不可能でしょうからね＿，.
(Politeia, I. 354B. C). 
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ここでは，正しいこととは「何であるか」という問題と，正しいことに

ついての問題が区別され，前者が解決されなければ，後者の解決は殆んど
① 

不可能と語られている．この区別は，『メノン』に於いては，「何であるか」

( -r/ 'lrO'r’lad：ν；）という問題と「如何なる性質のものであるかJ(&noMY d 

f.(J'r（ν；） という問題の区別とされ， 前者の解決が最初になされなければ

ならない理由は， メノンが何者であるか （tfa-.,sea-.!y; ）を知らなければ，

彼が美しいか，金持ちであるか等々を知ることは出来ないというかたちで

示される． しかしメノンが「何者であるか」という聞いは， そもそもど

の様な答えを要求するものであろうか． 『ゴルギアス』（447D）では，カ

イレポンがこの「何者であるか」という聞いの意味を問い返し，『メノン』

に於いても，ソクラテスは，徳とは何であるかという聞いの意味を説明せ

ねばならなかったのである（72A sqq.）. 従って，これら二つの聞いの意

味を確かめる迄は，認識の先後関係に関する理由も，メノンの例で示され

る様に，自明的なこととして等閑にふすわけにはゆかないのである.R. 

Robinsonは，『パイドロス』（260）がこの点に関する議論を示すが，それ

とて充分でなく， 「20世紀の哲学者は，ソクラテスが望むような仕方でX

ξは伺であるかを語り得なくても，我々はXについて有用な陳述をなすこ

とが出来るし，なしているというのは，経験の問題だと答えるであろう」と
② 

述べている．果してソクラテスが自明的であるかの様に考えたニつの聞い

の区別と，その認識上の先後関係が，経験の問題として片づけられるかど

うかは問題としても，必らずしもメノンの例で示されたものが自明的とは

云えないことは，確かなことであろう．

そこで，これらの問題を， 『メノン』と『ポリティア』第一巻を中心に

考察することが，この小論の意図である．
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（ニ）

そこで先づ明かにしなければならぬことは， 「何であるか」という聞い

は多義的であるから，その意味を限定することである． 『メノン」（71D

sqq.）に於いて，ソクラテスの「徳とは伺であるか」という聞いに対して，

メノンは男の徳・女の徳・子供の徳等々を答えることによって， 徳の

「何であるか」を示そうとする．しかしソクラテスの聞いは，それら多く

の徳がすべて徳であると云われる点は何であるかを問うているのである．

つまり，丁度密蜂が大きさや美しさという点では相互に異なり，種々様々

な種類があるとしても， それらはすべて， 「密蜂であるという点では」

(t-q} μ叫んraselvα，， ibid. 72B）何ら相違しないように，徳が性別・年令・

その人の働きに応じて限定された時，男の徳・女の徳等々の個々の様々な

徳が生ずるにしても，それらはすべて徳であるという点では同じであって，

この「まさに徳であるところのもの」（if wrxavee oゐαd件付， 1・bi・d.72C) 

が何であるかを問うているのである．これをプラトンは oua！，αという語で

呼ぴ，また「何かある同じーっの e!aos」（ibid.72C) と呼んだ．

ところで，「徳とは何であるか」（げ ら？＇／ ν＆ped；） と問うことは，上述

の考察からして，先づ個々の諸々の徳に共通な一つの性格（εlaos）の存在

が認められて始めて可能であると云える．第二には，そこで認められた
③ 

εlaosが． 何らかの命題の形で答えられねばならない．第一の点に関して

云えば，それが何であれ，諸々の多くのものを同じーっの名前で呼ふー以上，

まさにその名前で呼ばれる当のものの，何らかの意味での存在を認めねば

ならないことは避けがたいことのように思われる．メノーンは， 「健康」

や「強さ」に関しては，それが男の中にあるにせよ，女の中にあるにせよ，同

じ el，δOSの存在を認めるが，徳の場合には，最早事情は同じでないとして，

徳の elaosの穿在を認めまいとする．そこでソクラテスは，先づ同じ徳が

存在することを示して，その同じ徳が何であるかを問う （ibid.73B, C). 



110 プラトンの方法に関する一考察

確かに，同じ徳が存在することを示すことが，それの何であるかを示すこと

なしにどうして可能であるかという問題が当然予想される.R. Robinson 
① 

の提起した困難も，この問題に関係してくる．ここでは暫くこの問題を措

いて，対話篇に即して，実際になされる論証を先づ考察することにしたい．

ソクラテスは，メノーンの与えた男の徳をとりあげて，そこからそれが

徳であると云われる点を抽出しようとする．すなわち， 「国家をよく治め

ること」（π6JeyE:0 <Jcoet..E:fY, ibid. 73A）が男の徳とされたのであるが，

よく治める対象が国家であるか，家であるかは，男の徳か，女の徳かとい

う点では重要であるとしても，徳であるという点では，寧ろ対象は何であ

れ，「よく治める」ということこそ重要な点である．しかし，そのことも，

奴隷の徳・子供の徳を考える場合には， 「治める」（δWlK.E:［けということ

が最早妥当しないことになる．そこで，それらにも共通な一つの徳の性格

を求めるとすれば， 「よく」（so）ということが，徳であるか否かを決定す

る重要な点として考えられなければならない．ソクラテスは， 「よく治め

るJということは，「節度をもって正しく」（σωψp6ywstr.alδlK.α：(J)S, ibid 

73A）治めることによって，従って「正義と節制によって」 （<Jct..aeoa勾tr.al

aw<ppoauyr;, ibid. 73B) 治めて始めて男の徳・女の徳が成立することを

示す．この段階までくると，正義や節制は男や女の徳にのみ固有なものと

は云えず，子供にも老人にも妥当することになる．つまり，誰であれ善き

人は，正義や節制を得ることによって善き人となる， と云うことが出来

る．しかし，正義や節制を「徳とは何であるか」という聞いの答えとする

ことは出来ない．正義や節制が徳と呼ばれる，その点では何ら異ならない

共通な一つの性格の寄在が示されなければならない．そこでソクラテス

は，先づすべての人が善き人になるのは，同じものどもを獲得することに

よってである （-rwyα占-rwνrapwx 6Y-rss &rαBo, r!r川町α（， ibid. 73C) 

ということから，すべての人は同じ仕方で善き人であるということに同意

を得る．そして更に，いま得られた同意から，もろもろの人閣の徳が同じ徳
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（手 αD吋 ＆pe.. 手， ibid. 73C）を含んでいるという結論をひき出す．そして

この同じ徳が何であるかをソクラテスは問うのである．

Robinsonは，ここの論証を，定義さるべき言葉があいまいであるため，

そのあいまいさをとり除くためのものであると解する．もし定義さるべき

言葉が一義的でなければ，その一方の意味で昭ばれる多くのものの同一性

を指摘しても，その言葉が一義的であることを示すこεにはならない．で

あるから，一義的であることが論証されるのは，対話で同意きれた同一性

が，当の定義さるべき言葉のまさに意味するものである場合にだけ可能で
③ 

あり，もしそうであれば，ソクラテスとメノンによって同意された同ーの

徳は，間われている徳の意味するものである筈だから，知られている徳が

何を意味するかと再ぴ問うことは，理由のないことだというのである．

しかし，メノンが徳の場合に同じーっの性格を認めることに困難を感じ

たのは，意味のあいまいさであるより，そのような普遍者の存在ではなか

ったであろうか．つまり，普遍者の寄在が認められ，その上でそれが何で

あるかを問うことは，極めて当然のことであって，健康に関しても，同じ

健康の存在をメノンは認めたのであった．健康や大きさに関しては，普遍

者の存在を容易に承認したメノンも，徳の場合には，男の徳や女の徳と，

関われている徳との聞に，正義や節制の徳が介在し，直接男の徳や女の徳の

中に共通な性格の寄在することを，それ程容易に認め得なかったと思われ
⑥ 
る．そのために，メノンのあげたもろもろの多くの徳に対して，ソクラテ

スは，それらの徳に共通な，そしてそれによってそれらのものが徳と呼ば
⑦ 

れる性格として，正義と節制を示した.Bluckの解釈によると，正義や節

制は，徳の種にすぎないものではあるが，それらは常に全体としての完全

な徳と共在し，その本質的な構成要素（essentialconstituents）であると

云う．従って，正義の何であるかを探求すれば，そこに徳の本質は発見さ

れるのであって， 「同じ徳」と云われているものは，正義や節制を，図形

が円や三角形に対するのと同じ関係にあるのではないと云う．なる程，そ
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。づ様な関係のあることは認めなけれぽなち、ないとしてもi基本的に仕；普

遍者の寄在の問題とそれが何であるかという問題とを区別しない点で，

『メノン』の当面の問題の解釈としては，必らずしも適切とは思えない．

何故なら，徳の何であるかによって，そのような関係は明かにさるべきこ

とだからである．

普遍者の容在と認識を区別するとしても，正義や節制と全たく無関係に，

徳そのものの存在を示したと考えるわけにもゆかないことは云う迄もな

い．メノンが行為に於いて，諸々の徳を示したのに対して，ソクラテスは
③ 

行為から人に観点を移し，先づすべてのよき人は，正義と節制という同じ

ものども （i-wvαDi-wけを得ることによってよき人になることに同意を得

る．そうであれば，誰であれ善き人は同じ仕方で善いのであり，その善さ

を成立させている徳がそれらの人々に属している筈である．つまり，正義

や節制を身につけた人を，正しい節度を持った人と呼ぶばかりでなく，す

ぐれた人（善き人）と時ぷ以上，すぐれた人をすぐれた人たらしめている

同じ性格がなければならない筈であり，その卓越性（徳）が正義や節制と
⑨ 

如何なる関係にあるかは，未だ厳密には示されていないのである．

（三）

ところで，個々の多〈の徳に共通な一つの elDosの脊在を認めるにして

も，それを命題の形に定着することは，決して容易ではない．というより

も寧ろ， 「何であるか」という聞い自体がどの様な答えを要求しているか

が限定されなければ，果して命題の形で答えられるかどうかも疑問とされ

るであろう．そこで先づ， 「何であるか」という聞いは，もともとどの様

な状況のもとで提出されたかを考察することにしよう．

『メノン』に於いて，徳とは何であるかが探求されたのは，云うまでも

なく，徳が教えられうるか苔かという問題に対して，それがどうであるに
⑬ 

せよ，その理由乃至根拠を問うという意味を持っている．このことは，
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『ラケス』に於けるソクラテスの言葉が明かに示している．すなわち，サ

ュシマョコスとメレシアスが息子達の教育に関して相談をもちかけた時，

ニキアスは重武装して戦う術を学ぶことをすすめ，これに対してラケスは

否定的な意見を述べる．しかしソクラテスは，これらの意見に対して直接

自分の判定をくだすことをせず，徳とはそもそも何であるかを知らなけれ

ば，徳を得てすぐれた人になる方法を人に教えることは出来ないと語る

(!.Aches. 190B, C）.もっともしかし，ある学聞を学ぶことが，その人を

すぐれた人にするかどうかは，実際にその学聞を学んだ人を観察すること

によっても可能ではないかと思われる．だが，その場合にも，すぐれた人

であるかどうかを決定する際には，人をしてすぐれた人たらしめる卓越性

（徳）の何であるかを知らなければ不可能になるであろう．確かに， 「何

であるか」が知らるれば，その当のものについて，すべてのことが推論に

よって知られるというわけにはゆかないかも知れない．しかし少なくとも

，正義や善に関して，各人がそれぞれ異った考えを抱いて，意見の一致が

得られない場合，それらに関して定載を求め，相互に同意を得ていなけれ
⑪ 

ば，如何に経験の問題だと云っても，問題は解決しないであろう．この意

味では，あらゆる探求の出発点であり，問題解決の必要条件と云うことが

出来る．しかし同時に， 「何であるか」と問われるものは，多なるものに

共通な，そしてそれによって多なるものが同じ名前で呼ばれるーなる性格

であった．従って，そのーなるものの何であるかをたずねることは，多な

るものが少なくともーなる名前で呼ばれる限り持たなければならぬ本質を

問うことになる．であるから，その本質から演揮される性質と矛盾する様

な性質は，論理的に多なるものにも認められない筈である．徳が教えられ

うるか否かも，これまで徳の教師がいたかどうかを考察するだけでは，決

定的な解決は得られないのであって，仮令これまで徳の教師がいなかった

としても，徳が教えられないという結論は，決して必然的な結論ではあり

得ない．つまり，これまで徳の教師がいなかったということは，真の意味
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で徳を身につけた人がいなか・ったということを保証するにすぎないかも知
⑫ 

れないからである．もっとも， 「何であるか」と「如何なる性質のもので

あるか」というこつの聞いの区別が明らかにされていないいま，これらの

問題に関して，これ以上たち入ることは適当でなし？ここでニつの聞いの

区別について考察することにしよう．

ここで最初に引用した『ポリティア』に戻って考えてみよう．そこでは

「正しいこととはそもそも何であるか」という問題は，正しいことが智慧

であり，徳であるか，或いはその反対のものであるか等々の問題と区別さ

れている．ところで，正しいこととは何であるかという聞いに対する答え

として， トラシマコスによって与えられたものは， 「正しいことというの

は，強者の利益に他ならない」 （el1,1atT"O lJl,catov o?J,c &,Uo T"t号付 τoD
⑬ 

,cpefnovs auμq,apov, Politeia. I. 338C）ということであった．この定義

は，このままではあいまいであるため， トラシマコスによって，次の三つ

の根拠に依っていることが明かにされる．つまり， i）それぞれの国家に於

いて，支配の座にあるものが権力をふるって居り， ii）それぞれの支配者

は，自らの利益になるものを目ざして法律を定め， iii）その際，彼等自身

の利益を正しいことと宣言して，それに服従しないものを，法を破った不

正なる者として罰する，といういずれも実際に経験している事実を根拠に

しているのである （ibid.338D sqq. ) . この定義は，被支配者の側から規

定されていて，支配する者にとってはあてはまらないので，両者に適用さ

れる様に適用の範囲を拡げて，正義は他人の利益 （＆J.MT"pcovd:raOov）で

あり，自分で行なうには損なもの （ol,ca!iα{1).&{1が とも云われる （ibid.

誕d この定義をめぐって，即時議論がすすめられ， そこを境にし

て，正義についての問題が論ぜられる．

そこで問題なのは，上述の定議の考察が，正義の何であるかの考察とさ

れ， 347E以下で正義が如何なる性質のものであるかを考察したとされる
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のは，どういう理由によるものであろうか． トラシマコスのあたえた定義

は，結局，正義の伺であるかを答えたものではなかったから，単純にその

理由を求めるわけにはゆかない．つまり， トラシマコスの与えた定義が定

義ではなかったという意味では，何であるかの問題の考察ではなかったと

も云えるからである．他方， トラシマコスがそれを定義として提出したと

いう意味でなら，その限りで何であるかという問題の考察と云うことも出

来る．この点をもうすこし詳細に説明すれば，次のようになるであろう．

勿論トラシマコスにとって，二つの聞いの区別が意識されていたとは考え

られないが，その主張をソクラテスがとりあげるとりあげ方に従えば，

「正義が強者の利益である」という主張と， 「正義が不正義に対してどの

ような性質のものであるか」（011:oloi; 1:, 1:urχ＆i;ee bδu,aeoauηπpos 

&lJ,,r,{aν，Politeia, 351A）という主張の区別は， 347Eを境とするニつの

箇所の主題と云えよう． しかし， 347Eより前の部分の議論は， 正義の

「何であるか」を発見するための企てではあっても，結局， トラシマコス

の主張が論駁され，退けられたのであるから，積極的な意味で，正義の

「何であるか」を考察したとは云えないのである．正しい仕方で考察する

ためには，そこで再ぴ正義の「何であるか」が問わるべきであるが，問題

がより重要な個々人の生き方（向。uβ/oυ lJeaaJr手， ibid. 347E）に直接ふれ

たため，議論は「何であるか」の問題から「如何なる性質のものであるか」

という問題へ移行したのである．従って，論じられる事柄そのものについ

て云えば，前半では，支配術という観点から，正議が支配の原理たりうる

かどうかが，後半では，人間主体の徳としての正義が論ぜられるのであっ
,r.歩ティープ

て，このように問題とされる観点のちがいはあっても，積極的には，同じ
⑮ 

問題と云わねばならない．プラトンは，正義の何であるかが発見出来なか

ったため，正義と不正義のどちらが力のあるものであり，又人を幸福にす

るものであるかを論ずる前に，正義が智懇であり，徳であるということを

確かめて，このことからそれらの問題は解決出来ることを暗示しているの
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である（cf.ibid. 351A, 352D）.つまりトラシマコスの与えた定義より

も，正義が智慧であり，徳であるという方が，正義の本質にはより近いも

のだからである．従って，ソクラテスの求めていたような「何であるか」

という問題の考察は，積極的にはどこでもなされなかったのである．

ここで興味ぷかいことは，仮令それが真であっても，殆んど定義とは見

倣し得ないような， トラシマコスの正義は強者の利益という主張を，ソク

ラテスが何であるかという聞いの答えとして受けとっていることである．

「何であるか」という聞いによって求められるものは，他の知られたもの

との関係によって，色々な形で示すことが出来る．その際に，それらは必

らずしも問われている当のものの本質を示さないものもありうるわけで，

唯それらの命題が，その当のものの許に含まれる個々のものに妥当するか

どうかという点だけなら，それらはすべて「何であるか」という聞いの答

えになりうる． トラシマコスの定義が，ソクラテスによって定義として受

けとられたのも，そういう観点からであったと思われる．であるから， ト

ラシマコスの与えた定義が，全た〈逆になって，厳密な意味での支配者は，

自分の利益を求めるのではなく，支配される者の利益を求めて語ったり，

行動することが明かになっても，それは定義とされず，正義の何であるか

は知られていないと結論されざるを得なかったのであろう．

RobinsonRiは，何であるかと聞はれる当のものの equivalentに，その

当のものの本質を与えるものと，必らずしもそうではないが，しかしその

当のものを他のすべてのものから区別するものとを分ち，後者の例とし

て，図形とは「容在するものの中でそれだけが常に色をともなったもの」

(Meno. 75B）という定義をあげている．そして， 「何であるか」という

聞いによって求められるものは，議る場合には前者であり，或る場合には

後者であって，プラトンは両者の区別をしていないという．

両者の区別をしていないという点だけに関しては，尚疑問の余地がある

ように思われる． 『メノン』（74B. sqq.）に於いて，ソクラテスはメノン
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に，彼がどの様な答えを望んでいるかを示す模範（παpαae.'rμa）を与えて

いる．そして，図形は立体の限りであるという定義と， Empedocles流の

色の定義とを比較して，前者の方が後者より優れているといっている．

それがどういう理由によるかは，明確な形では語られていないが，次の様

に考えることも可能ではないだろうか．プラトンは，問答法に相応しい

(a,aJ.e,c-r（凶-repov） 答え方として，本当の答えをするだけでなく，相手が

知っていると前もって認めるような事柄を使って答えるというニつの点を

明かにした （Meno.75D）.後の点からだけ云えば，メノンは色の定義の

方が慣れ親しんだ仕方で答えたのだから，その万が優れていることになろ

う．そうすると，少なくとも立体の限りという図形の定義が優れている理

由は， 「何であるか」という聞いの求める真理を，どちらがよりよく示し

ているかという点に求めらるべきであろう．つまり， 「何であるか」とい

う問いには，必らずしも一つの答えがあるわけではないが，その聞にも，

その聞いの求めるものをどちらがよりよく示すかの区別はあるわけで，そ

の区別は，メノンが秘儀にあづかったならば，いずれわかるであろうと，
⑬ 

ソクラテスは語っているのだと恩われる．

他方，前述の如く， 「何であるか」という聞いが提出せられたのは，問

われている当のものについて，各人がそれぞれ異った意見を抱いている場

合であった．このような状況のもとでは，必らずしも本質を示す定義でな

くても，各人が同じものを心に思い浮べることに役立つものであれば，そ

れでもその聞いの意味はあるわけであって，プラトンがそれら両者の区別

をしていないということは，同意しがたい．

（四）

我々は前節において，「何であるか」という聞いの意味について考察し，

その解答に少なくとも二種類の区別があることを知った．すなわち，他の

すべてのものから間われている当のものを区別するだけで，必らずしもそ
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の本質 （oua！.α）を与えないものと，厳密に， 「まさに～であるところのも

の」（a wrx&:ve, lJv) を示すものとである．このあとのものに関しては，

それが果して色や図形の場合の様に，命題の形で語られうるかどうかは一

つの大きな問題であって，ここでは論ずるわけにはゆかない．ただしかし

R. C. Crosli/が述べている様山プラトンのイデア論が，感覚物とは異っ

た普遍者の超越的な存在という点にのみ力点がおかれ，その認識に関して

は，直接それにふれることによって知られるとして，必らずしもこれまで

の解釈では充分な考慮が払われなかったという点は，反省する必要がある

と思う．

ところで，「何であるか」という聞いを上述の如く考えるならば，「いか

なる性質のものであるか」という聞いはどのように考うべきであり，また

両者の関係はどう考えたらよいのであろうか．
＠ 

Bluckは， πol6s-.,s; （乃至πoldνre；）という聞いに対する答えは，事

実知られているものと，問われているものとを同一視するのに充分でない

一一少なくとも常に充分とは云えない一一或る性質乃至属性を示すものと

して， t'I’s< -r!) eanv；という聞いとの区別をつけようとした．ここからも

知られるように， identificationが可能か否かという点だけでは，両者の

区別はつかないわけでhあり，また，性質乃至属性という点に於いても，「何

であるか」という聞いが必らずしも本質を与えるものだけに限られない以

上，何等決定的なものとは云えなくなる．ということは， 「何であるか！

という聞いを，どこで立てるかということによって，他方の聞いは，広義

の「伺であるか」という聞いにもなりうるということである．例えば，三

角形とは何であるかと問うことは，もしそれが諸々の図形の中で三角形を

区別するためだけならば，如何なる性質の図形であるかと問うことでもあ

ろう．従って，最も厳密な意味で「何であるか」と問うことと， identifi-

cationが可能でない様な種類の答えを要求する 「いかなる性質のもので

あるか」という聞いは，区別出来るとしても，その聞には，どちらとも考
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えられる領域があると思われる．事実，メノンとソクラテスが，徳とは何

であるかを発見出来なくて，それでも徳が教えられるかどうかを考察する

時，徳が知であるとか，善であるという命題をたてるが，これらがどちら

の聞いに答えたものかは，必らずしも容易に決定されないのである．勿論

単にそれだけの命題ならば，善きものの中にも諸々のものがあって，徳の

「何であるか」の答えになれないととは明らかであるが， しかしそれが，

φp6.問 aesの一種であるということになれば，それは広義の「何であるかJ
の答えにもなりうる．それでもなお，その聞いが本質の聞いに限定される

と，満足な解答とは云えなくなるであろう．そのような意味では， 「メノ

ン』は，結局「何であるかJの探求に失敗したと云わざるを得ない．

さて， 「何であるか」という聞いに関しては，上述の性格よりもより重

要な性格があるように思われる． 「ポリティア』に於いて，正義の定義と

して出された，「友を利し，敵を害すること」（φrpeJ.ef:νμsyrovsφ［）.ous, 

SMn:neY必 ro占ssxOpovs, Politeia, 334b) という定義を吟味する時に

も， トラシマコスの上述の定義を吟味する時にも，与えられた定義が知識
⑧ 

と密接な関係を持ってくる．ポレマルコスの与えた定義を吟味する時に，

その定義の中の「友」や「敵」は，各人に有益（或いは邪悪）と思われる

もののことか，たとえそう思われなくても，事実そうある人を意味するの

かを問う (ibid.334C) .単にそう思われる人のことであると，実際には有

益でない人を友と思い，また同様に敵についても思いちがいをする場合が

あるわけで，そうなると，思いちがいをした場合には，実際には友である

者を害し，敵であるものを利することが正しいことになる．そこで，この

困難を避けるために，思われるだけでなく，実際にもそうある者を友とし

敵とすると，敵を害するという点で，また一つの困難に逢着する．つまり

害されたものは，言葉の厳密な意味で云えば，より不正なものになるわけ

であり，正しい人が正義によって人を不正なものにするということは，正
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義が徳であり，徳の働きが人をすぐれた者にすることにある以上，あり得

ないことになる．このようにして， 「何であるか」という聞いによって関

われるものは，知識の対象としての性格を持ってくる．上の例で云えば，

友や敵が単にそう思われるにすぎないものであれば，問われている正蓑は

見せかけの正義であって，真に正議であるものではないであろう．またも

し正義であるものを答えているならば，正義が徳であるという，一見自明

的とも思われる基本的な性格と矛盾してはならないのである． トラシマコ

スが厳密な意味での議論 （.taT"adv &,cpe~fj Aoroν，ib低 340E）をしな

ければならなかった理由も，そこにあったと思われる．

この点に関しては，前にふれた『ラケス』の議論を，もうすこし詳しく
＠ 

考察する必要があるように思う．前述の知〈，ラケスとニキアスの意見が

異ったものであるので，リュシマツコスは，その審判をしてくれるように

ソクラテスに頼む．その場合，正しい判断が下されるのは，知識によって

であって，多数決によるべきではないから，問題の出発点に帰って，魂の

世話に関して専問的な知識を持った人（n:xve,cos 11:eplψ刊号s8epα問先:ZJ.I,

Laches. 185E）がいるかどうかを調べてみなければならないわけである．

そのためには，ニつの方法があって，それに従って，真に専問的な知識を

持った人であることが明かになった方の意見にしたがわねばならない．そ

の方法の一つは， α）i）その専問的な知識を教師から学んだのであれば，

「先づ自らが立派な人であって，多〈の若者たちの魂の世話を充分した後
⑧ 

に，我々をも教えてくれたことが明かな教師」 を示すべきであり， ii）ー教

師がいな〈て，自分で発見してそういう人になったのであれば，その人に

よって立派な人になった，そういう自分の作品 （lprα）を示さなければな

らない．この様な吟味の方法に対して， β）他の一つの方法は，或る物が

誰かにそなわれば，それがそなわった当の人をよりすぐれたものにすると

いうことを知札更にそのうえ，それをその人にそなわらせることが出来

る場合には，その或る物が何であるかを知っている筈であり，したがって
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その点一一つまり，或るものが何であるかを知っているかどうかという点

一一ーを充分しらべてみれば，それで専問的な知識の有無は判定出来ること

になる．これら二つの方法に関して，プラトンは後の方法（S）を，より原

理的な （lさ&pxfjs, ibid. 189E）やり方としていることは，充分注意する

必要があるであろう．すなわち， 「何であるか」という聞いによって間わ

れているものは，（α）で述べられた，客観的な吟味に対応するだけの，否

寧ろそれよりもより原理的な探求の方法なのであって，その聞いに答える

ことの出来る人は，実際に他の人にもそのものをそなえることの出来る人

＠ 
なのである．このような「知る」ということえのまともな要求が， 「何で

あるか」という聞いの中に含まれていることを知らねばならぬ．このこと

が， 「何であるか」を知るまえに「如伺なる性質のものであるか」を探求

してはならぬという要求のもとにあることを次に考察することにしよう．

（五）

ここで， 「ポリティア』に於けるトラシマコスの定義が，どうして退け

られねばならなかったかを考察することにしよう．何となれば，そうする

ことによって，プラトンの経験的事実に対する態度を知ることが出来るで

あろうからである．

上述の如く， トラシマコスの「正しいことというのは強者の利益である」

という主張は，その基礎を事実との一致においている．ところが先づ，法

を定める支配者を，厳密な意味での支配者，つまり，支配者である限りの

支配者（o&pχWJJ, Ka0’0(10)1 &pχa>v lar.'v, the ruler qua ruler） と規

定せざるを得なかった．そうでないと，支配者が誤って法をさだめた場合，

定義とは逆に，弱者の利益が正しいことになるからである J. Ada：は，

この「支配者である限りの支配者Jを認めるところから，議論は事実（facts)

の領域から， Idealismの雰囲気の中に移される，ということを注意して
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いる．支配者である限りの支配者が誤ちを犯さないということは，理想的

には正しいが，実際上は，常に過ちを犯さないような完全な支配者はいな

いから，たいして重要でないというのである．もしこの Adamの分析が

正しいとすれば， トラシマコスは，事実の領域から idealisticな場面へ，

更にまた事実の領域へと立場をかえる．

ところで， Adamの云う二つの立場の区別がはたして適切であるかどう

かは暫くおくとして，所謂経験的な事実といわれているものを，プラトン

はどの様に見倣しているかを考えてみねばならぬ．

トラシマコスは，支配者を厳密な意味での支配者と規定しながら，彼の

定義が反駁されてしまうと，牛飼いや羊飼いの例にうったえて，彼等が牛

や羊等の，つまり，その技術の対象の世話をするのは，他ならぬ自分や主

人のためになることを思ってなすのであって，単にその対象のよきことが

目的なのではないと云う （Politeia343B sqq. ) . これは， 一見経験的な

事実に依ったものの知く見えるが， しかし，もし牛飼いや羊飼いに戒る一

定の意味を持たせると，単純にそう云えなくなる．すなわち，牛飼いや羊

飼いを，厳密な意味に解すると，それらの対象の最善を目あてにするもの

でなければならない．つまり，牛飼いは，牛飼いである限り，金儲けをす

る人でもなければ，美食家とも異るのでなければならない．そうすると，

牛飼いや羊飼いが，自分の善きことや主人のそれを目標にして世話をする

ということは，あり得ないことであって，前に経験的事実といったのは，

厳密な議論にしたがってみると，最早経験的事実とは云えなくなるであろ

う．或る人が牛を売って金儲けをしようとしているのであれば，その人は

その限りでは，金儲けをする人とみなさるべきであって，そこでは決して

牛飼いとは云えないのである．従って，どれ程所謂経験的事実を根拠にし

て，不正義が正議より得のいくものだと強調しても，実際には，何等経験

的事実に忠実ではないのであって，プラトンはソクラテスをして，次の様

に語らせているのである．
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「...・H ・－－…というのは，私の云いぶんを君に云わせてもらえば，たとい人

が不正義をほっておいて，欲することをなすのを妨げないとしても，不正

義が正義より得のいくものだとは，信じもしなければ，そう思いもしない

のだ．いな，ねえ君，不正な人がいて，人目をぬすんで，或いは人と争っ

て，不正をはたら〈力があるとしよう，それでもその人は，不正義が正義

よりも得のいくものだと私を説得することは出来ないのだ」。 （Politeia,

345A) 

トラシマコスにとっては，彼が根拠にする経験的な事実は，最初から明

白なこととされているのに対し，ソクラテスは，直接それに目を向けない

で，そこで使われる概念の意味を分析してそれに一定の意味内容を与え，
⑧ 

その上で事実が再ぴ考えられているのである．つまり，ソクラテスは決し

て事実を無視しているのでもなければ，最初から何か特定の立場に立って

対話をしているのでもない．ただ単に， 「言葉」（坤併/1,at'，）の上だけの

議論をするのでなければ， Aどrosによってこそ事実はその真の姿を明かに

するのであり， トラシマコスが根拠にするような形では，決してその真の

＠ 
姿はあらわにならないのである．

このように考えてくれば， 「何であるか」という聞いと「いかなる性質

のものであるか」というこつの聞いの認識上の先後関係も，自ら明かにな

るであろう．我々がその本質を知ることなしにその性質を経験的に知ると

いう時， トラシマコスのとったような考え方をしていないであろうか．つ

まり，それぞれの国家において，支配者が自分違の利益になる法律をさだ

め，それにしたがうことを正しいこととし，それをおかしたものを不正な

人として罰するということを動かせない事実として，そこから正義につい

ての諸々の主張をなしたのであった． しかし，その動かせない事実とした

ことは，実は決して事実ではないのである．すなわち， 「支配者が」とい

うことは，もしそれを経験的に知ろうとすれば，果して支配する術を心得
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たものとしてであるかどうがということを注意じた上ででなければ云えな

いことであろうから．そうすれば，「支配者とは何者であるか」ということ

を知ることなしには，その性質を知ることは不可能ということになる．支

配者である限りで支配者が何をなし，どのような力を持っかが知らるれば，

その時に，事実に根拠をもった主張をなすことが出来るであろう．ソクラ

テスの言葉が，如何にその点を厳密に守っているかは， R,L.Ne蜘 h:
の指摘するように，次のことから容易に知られる．すなわち， 「～である

限りの～」という云い方は，技術の心得のある人と技術とを同じものとす

る働きを持っている．従って，人について云われたことは，技術に関して

も同様に真であり，所謂Epagogeにおける個々のケースのとりあげ方も，

トラシマコスのそれとは，根本的に異なっている． トラシマコスにあって

は，寧ろ人が主としてとりあげられ，そこで語られたことは，最早技術に

関しては妥当しないのであるから．

（六）

もっとも，それで問題がすべて解決したわけではない．二つの聞いの認

識上の先後関係は，ニつの聞いの，これまでに明かにしてきたい〈らかの

意味にしたがって，もっとこまかに分析してみなければならない．

『メノン』に於て，徳とは「立派なものを欲求してこれを獲得する能力が

あること」（命働.μor:i111:a1:w11 ,ca,tal11 /Jwα-r:011 bαe nop!t;, ea（｝，αe, Menon, 

77B）という定義が吟味される．そして，その前半の「立派なものをのぞ

むJという点ではすべての人が同様にのぞむのであって，その点では人の

卓越性は認められないということになる （ibid.77B sqq. ) .そこで，後半

の「善きものを獲得する能力」という点に問題がしぼられるが，ここで

「善きもの」が，富や健康などの， bonamentis を含まないものに制限

されるために，それだけでは徳とは云えなくなる．こうして結局， 「正し
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〈かつ敬虚に」 （-roδacafms,r,al &afms，めが.78D）とつけ加えることを

せまられ， 「何をなすにせよ， 徳の部分をともなった行為」（吋向付

μap!ou &pe1:手sπp&i-i-e,vci-, lxvπp(frq;, ibid. 79B）が徳ということにな

ってしまう．これはしかし，いうまでもなく，わからないことをより一層

わからないことで説明する（ignotumper ignotius）ものであって，徳

とは何であるかという聞いの答えにはなっていない．

ここで興味ぶかいことは，全体としての徳と，正義や節制等の徳の諸部

分との関係である．プラトンは， 「徳そのものを知らないで，徳の部分の

何であるかを知っていると思うかね」と問い返しているのであるが，ここ

でふたたぴ， 「何であるか」という聞いの意味について想い起してみねば

ならない．徳の部分について何で、あるかと問うことは，云いかえれば，そ

の徳の部分が如何なる性質の徳かと問うことに等しい．徳そのものの何で

あるかに対して，正義はその徳の一面であり，いかなる性質のものである

かという聞いで問われうるものである．つまり，徳の性質を規定してゆけ

ば，正義の本質は，その中に或る意味で示されるわけである．もっとも，

徳とその部分との関係は特殊な関係にあって，図形とその部分である個々

の図形の関係のように考えるわけにはゆかない． しかし，全体と部分とい

う点だけに限ってみるならば，一種の図形（σχれlCl'.1:，）としての円形が，

“d la1:,v ax手μα；”という聞いに対して，図形との関係で ＇＂＆1rnfcf!:anν；” 
⑧ 

と関われるように，徳と正義も同様に考えられているのではないかと思う．

勿論，ここで云う「知何なる性質のものであるか」という聞いは，例えば

図形の本質に対する図形の性質を問う様な問いでないことは，云うまでも

ない．それとはちがった意味で，ニゥの問いは，類・種関係において，一方

は類に，他方は種に対して関われるものでもあることを述べているのであ

る．或いは寧ろ，多なるものに共通な一つの性格（ε均os）を求めるのが，

「何であるか」という聞いのたてられた所以であったが，多なるものはー

なるものとの関係では， 「如何なる性質のものであるか」と関われる．従
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って，多なるものは、...，....~るものが知られる迄は，．厳密な意味では知られ

ていないのであって，個々の徳と呼ばれている行為が，真に徳とされうる

かどうかは、徳の「伺であるか」が知られて始めて決定されるのである．

ところで，プラトンが二つの聞いの認識上の先後関係の根拠として直接

言及しているのは， 『メノン』に於ける，最初にふれた，メノンが何者で

あるかを知らなければ，彼が美しいか，金持ちであるか等々を知ることは
＠ 

出来ないという例である. Bluckは， 感覚の対象であるメノンが例にひ

かれたのは，一見意外であるが， acquaintancewith a personと ac-

quaintance with a Formとの analogyが考えられ，このような acqua-

intanceが，その属性に関して確実な知識を得るためには，あからじめ必

要であることを示しているのだと解する．そして， そのような acquain-

tanceの有無は，ラリサへの道に関する知識と正しい思惑の区別に於いて

も認められて居り，他方， 『シンポジオンJに於けるエロスの定義（201

D sq.）が示すように， 「メノンとは何ものであるかJという聞いは，その

意味で， ooa！.αを示すものではないが， identificationを可能にする答え

によって答えられると述べている．

「メノンとは何者であるか」という聞いが， Bluckの云うように， ac-

quaintance with a personを示しているかどうかは，一つの大きな問題

であって，ここでそれについて論ずるわけにはゆかない．またメノンとい

うような固有名調によって示されるものが，どのように把握さるべきかと
＠ 

いうことについても，別の報告がなされている．このようなこまかな点に

ついては，暫くおくとして，先づこの例は，徳が教えられうるかどうかと

いう問題と，徳とは何であるかという問題との関係について出されたこと

に注意すべきであろう．つまり，メノンとは何者であるかということを，

感覚的個物に特有な次元で考えてはならないのであって，それは，徳とは

何であるかという聞いが，徳を他のすべてのものから区別する標識を求め

る聞いであるように，メノンを他のすべてのものから区別する標識を求め
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⑧ 
る聞い？でなければならぬ．それを知らなければ， eメノンの性質について論

じても，それが確実がありえないことは， Bluckの注意を待つまでもなか

ろう．感覚物については， 「何であるか」を知れば，すべてその性質がそ

こから演緯的に知られるというわけにはゆかないかも知れない． しかし，

徳については，その伺であるかが知らるれば，教えられるかどうかは，

『メノン』（87Bsqq.）に見られるように，演緯的に知られる．確かにあら

ゆる場合に， 「何であるか」という考察から，その性質が推論によって知

られるのでないにしても，もし「何であるか」が明確な形で規定されなけ

れば，あらゆる考察が宙に浮くことになるであろうことは，既にこれ迄指

摘してきたところである． しかしだからといって，「何であるかJが知られ

ない場合，一切の探求が不可能になるわけではない．事実，『ポリティア』

に於いても， トラシマコスに対する反駁はなされているのであるから． し

かし，それは，二つの聞いの本来的な先後関係を否定するものであるので

はなく，依然としてその様な探求は， 「何であるか」が本当に知られる迄

は，厳密な意味で，知識とは云えないのである．この「何であるか」が，

どの様にして知られるか，そして究極的にそれは命題の形に定義されうる

のかどうか，これらの問題が我々には残されているわけだが，それは又別

に論ずることにしたい．

（註）
① Platon, Menon, 71AB, 86DE. 
② R. Robinson, Plato’s Earlier Dialectic, Oxford, 1953. p. 51 sq. 尚，

Bluck (Plato's Meno, Cambridge, 1961. pp. 210 sqq.）がこれに対して
反対している．しかしそれも未だ充分でないことは，やがて知られるであろう．

③ cf. R. C. Cross, Logos and Forms 仇 Plato,Mind, 1954 (Vol. LXIII. 

No .. 252) pp. 439 sq. なお，以下の Menon73A～Cの解釈は， この論文に
示唆を得た.esp. “yet this something common ( =something common 
to a group of particulars which are called by one name) is, on the 
orthodox view of the theory of Forms, a 'universal’， and the discovery 
of universals and their relation to particulars is hailed as one of the 
achievements of the theory. But neither Meno nor Socrates seem 
much interested in this revelation. It is true that Meno is not so 
sure (73a) that virtue will be the same in a child as in an adult, in 
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a ・w6mau.’as.:in .a .man, ・but his worry is appぽentiyconfineii . to. the 
special case of virtue.”p.440. 

① op. cits. pp. 56 sq. なお内容は本文111頁で説明する．

⑤ そうでない場合， Robinsonは“top”という語をとって，次の様に説明する．
“For example, the premiss that all tops are material objects does not 
pro刊 that‘top’hasonly one meaning, because what 'top’means is 
certainly not 'material object'. (op. cit. p. 57). 

③ cf. Bluck, op. cit. p. 228.“Men ounderstands, more or less, what is 
meant by generic likeness・：・…， but not what can be meant by asking 
for the generic nature of all kinds of dρsr-手.when &psr-a! seem to 
differ totally one from another. 

① oρ. cit. p. 231. 

③ このことについては本文123～4頁参照．

①普遍者の存在と認識を区別するといっても，根本的には一致すべきものである。

その意味では，「健康」についても， それの厳密な認識は医者にのみ可能であ
るから，その存在も容易には認められない筈である．徳の場合にも同様で，メ
ノンが「健康」という普通者の存在を認めたのと同じ意味では，「何であるか」
を知らなくても，その存在を認めるということは可能で‘あろう．その際，その
寄在は，正義や節制を得た人がすべてすぐれた人 （＆rafJo！） と呼ばれることに
よって示されていると考える.cf. Meno, 87D sqq. 

⑩理由乃至根拠といったが， Meno.71ABでは，必らずしも根拠という様な形で
は述べられていない．しかし ibid.87B sqq.では， そのことが明らかに示さ
れる.cf. Phaedrus 237 B sqq. 265D.用いられる言葉が equivocalである

場合，そこから生ずる誤ちを妨ぐため，それを定義するというばかりでなく，
徳が知であるかどうかが，徳を善である或いは更にその oi',a仰を示す命題から
演縛されるという意味で理由とか，根拠といえるであろう．なお， Aristoteles
(Metaph. M. 4. 1078 B 23 sq. ）の次のような説明も興味ぶかい． EICS{YoS 
(s. c. 呂ro,cp&r-加） δ’Suえ6ya>set:fint r-o r-! l<1r-tν・σuえl...or！とea（｝αtrap 

lt:fir-st, &pχ方δ占r-6)νauMortaμ伽 r-6r-! lanν． 
⑮ cf. Platon, Alcibiades I. 110 B sqq. Phaedrus, 263A. 
⑫ Bluck, op. cit. Introduction pp. 29 sq. 

⑬本文同以下参照．
⑬ G. F. Hourani (Thra吃ymachus'Definition of Justice in Plato’s Rψu-

blic, Phronesis. vol. VII, 2, 1962）は，正義は強者の利益である，という主

張と自分の国家の法律に従うことである．というこつの主張のいずれが“real”
definitionであるかを問題とした．そして後者が definitionで前者は“an
important generalization; based on the underlying conventionalist 
definition combined with supposed facts of psychology and politics.” 
としている． しかし筆者には， Houraniの相手の論文を見ることが出来ない

のと，少なくとも対話人物のソクラテスは，強者の利益という方を定義として
受けとっていることは疑えない （Politeia,338C）と思うので，ここではその点

は考慮に入れなかった．
⑬ Hourani (op. cit. p. 116）によると，彼の論文の相手である Ker台 rdによっ
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？て最初に示されたものであることが知られる．
~f. Hourani, oρ. cit. pp. 118 sq. Houraniは，こつの問題が同じ問題と
いうことから直ちに，正義とは強者の利益という主張が定義ではないというが，
その点は正しくないと思う．何となれば，もし彼のいう通りだと， πplνat'o 
π'fWt'OV e(J/Coπ・ouμev evpefν，t'o iJ! ,caeov fit'eπot'' s(Jt'/11 (Politeia, 354B）の
£(}/COπoOμevということは，説明出来なくなるであろう．
Robinson, op. sit. pp. 54 sq. 
なお， Meno75Bのl.rφrap/Call out'(l)S &ran:~仰v el μoe & pet'伊 el：πoes
という控え目ないい方も注意さるべきであろう．
註③参照．
Bluck, op. cit. p. 211. 

ポレマルコスの定義の吟味は， Politeia334C～335E. 
ibid. 339B～340B. 
Platon. Laches. 184 D sqq. 
ibid. 186 A. B. 
ibid. 190 A. B. 
J. Adam, The Reρublic of Plato, vol. I, 1938, p. 38. 
cf, Nettleship, op. cit. pp. 27 sq. 
上述の Adamの分析一一factの領域から idealisticな場面に移るというーー
は，私には適切とは思えない．もしそうであれば，ニつの立場の接点，つまり
両者の議論がどこでかみあうかが更に関われねばならぬであろう．ソクラテス
とトラシマコスの対話は，正義が支配の原理でありうるかどうかにかかわる問
題であろう．なお ,iorosによる探求に関しては， Phaedo.99D sq.及び Po-
liteia 454A.参照．
Nettleship，。ρ.cit. p. 30. 
cf. Meno. 74B. C. 
Bluck, op. cit. pp. 209～214. 
松永雄二 CPhaedo102B3～103C9J （西洋古典学研究 X)
「メノンとは何者であるかJという聞いをどのように解したらよいのか，筆者
には決定的なことはいえない．そこでとりあえず，次のように解釈したことを
記すに止める．
i) Bluckの acquaintancewith a personと acquaintancewith a Form 
のanalogyがあるとは思えない．というのは， t'ilqnν；という聞いの意味も
未だ説明されていないし，又対話人物のメノンはそれ程哲学的教養のある人と
も思えないからである．それで 5σt'eSE(J't'(’v，という関いは，誰の子であるか
とか，どこの人かとかいうことまで含めた広い意味でメノンに面識があること
を意味し，それが全たく欠けている場合，経験的にも，推論によっても，メノ
ンの性質を知りょうがないことを示したものと解した．
ii）固有名詞で諮られるものをどう解すべきであるか， という問題は，いうま
でもなく，ここではイデアと感覚物の問題ではないので，その問題はここでは
考慮に入れなかった．
iii）メノンの例をもち出したのは， 「何であるか」という間いが，
答えられでも，とに角その認識が全たく欠けた場合を想定すると，

トラシマスコのそれは

どのように

性質に関し
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ても何ら知りえないことを明らかにするためであったと思う．本文でもふれた
様に， 「何であるか」が知識として先づなければ，性質に関して知るというこ

・1 とは．メノンの場合と金〈同様な事情で，不可能である．

（本論文ほ，西日本哲学会で発表じたものに補筆変更を加え元ものである．）


